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研究要旨  

本研究では，行政データの利活用をめぐる米国の経験を踏まえ，日本における行政デー

タの活用を模索しつつ，『介護給付費実態調査（介護レセプトデータ）』と『人口動態調査

（死亡票）』との照合を，当該データに含まれる識別変数群の特性を活かし， も単純な

deterministic linkage の手法を用いて行った．介護レセプトデータには，死亡を識別可能な

情報が存在せず，個票データに基づく全国規模での生涯介護費の全容はいまだ明らかにさ

れていない．したがって，死亡届提出年月日・死亡場所・死因などの情報が含まれている

死亡票と照合することにより，性や年齢など人口学的属性のみならず，死亡場所や死因別

の生涯介護費の実態を明らかにすることができる． 

観察期間中（2006 年 4 月 1 日-2014 年 3 月 31 日）に公的介護保険の受給資格を喪失した

者 3,935,452 名を 100%として照合率を算出すると，3,200,091 名（約 81.3%）が『人口動態

調査（死亡票）』と照合され，都道府県ごとの要介護者数による加重平均をとった場合の

照合率は，全国平均で約 83.7%であった．照合された受給者について生涯介護費用を試算

すると，女性の生涯介護費は，全都道府県で男性よりも高く，全国平均では，男性が約

195 万円（標準偏差：約 44 万円），女性が約 348 万円（標準偏差：約 94 万円）と，女性の

方が約 153 万円上回っていること，また，都道府県によって，受給者 1 人当たりの生涯介

護費にばらつきがあることがわかった．但し，本研究の観察期間が 8 年間と比較的短いこ

と，さらに，本研究では，当該観察期間中に住民票を移動した要介護者の補捉には至って

いないことから，とりわけ，人口流動が激しい都市部における生涯介護費が過小に推定さ

れている可能性は否めない．したがって，観察期間を延伸し，また，生涯介護費の推定に

どの程度の影響があるのかを含め，継続的な検証を行う必要がある． 
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A. 研究目的 

地域包括ケアシステムの構築にとって，

医療と介護の連携を図る手段としての

ICT(information and communication 

technology)の活用は必須である．2017 年 1

月 9 日，厚生労働省では，塩崎厚生労働大

臣を本部長とする「データヘルス改革推進

本部」を設置して，医療と介護のデータを

一元化し健康管理の研究などに活用するた

めの具体的な議論を開始することとなっ

た．こうした動きは，当該課題に対する大

きな前進といえるだろうが，そのための法

的整備，及び，データ構築の手法について

は，今後の大きな課題である． 

本研究では，こうした政策の動向を踏ま

え，日本の介護・医療政策における行政デ

ータの活用へ向けての試みの 1 つとして，

上記の行政データを Linkage(照合)する手法

を確立し，これまで全国規模では明らかに

されなかった生涯介護費用の試算を行うこ

とを目的とする． 

 

B. 研究方法 

B-1．データ照合の手法－probabilistic 

linkage と deterministic linkage－ 

異なる目的で収集された行政データを照

合するためには，照合されるデータファイ

ルに，なにがしかの共通する情報が含まれ

ている必要がある．相澤他（2004）によれ

ば，「異なる情報源の間で共通するレコー

ドを照合する問題は歴史が古く」，1940 年

代後半から 1950 年代にまでさかのぼるこ

とができる．ここでは，代表的なデータ照

合の手法として，Fellegi and Sunter

（1969）による probabilistic linkage と

deterministic linkage の 2 つを挙げておこ

う． 

probabilistic linkage では，異なる情報源

のデータに含まれる各要素について，照合

群（match）と非照合群（unmatched）を機

械的に判定し，照合可能性あり群

（possible match）については，アプリオリ

に閾値を設定し人手によって照合判定を行

う．ここで，照合可能性ありは 2 つの確率

から計算できる．1 つ目は，本来異なる要

素を偶然誤って同一要素と判定する確率，

つまり，P(照合｜非照合)という条件付き確

率として表現される．2 つ目は，本来同一

の要素を記録の登録ミスなどによって異な

る要素と判定する確率，つまり，P(非照合

｜照合)となる．Fellegi and Sunter モデルで

は，これら 2 つの確率が定められた時，人

手による判定を行う照合可能あり群に含ま

れる要素の数を 小にする戦略がとられる

（相澤他，2004）．   

probabilistic linkage については，米国疾

病管理予防センターにおいて LinkPlus Beta 

version と呼ばれる照合ソフトウェアパッケ

ージが開発されていて，無料でのダウンロ

ードが入手可能である（Thoburn and 

Yemane, 2015）．他方，deterministic linkage

は，より単純に，異なる情報源のファイル

に共通する，都道府県・市区町村・出生年

月日・性などの識別変数群が存在する場

合，全ての識別変数が合致すれば照合と判

定し，1 つでも合致しなければ非照合と判

定する手法である．  

Smith（1984）は，いずれの手法に妥当

性があるかについて，次の 3 つの基準を提

示した．1 つは，データに含まれる識別変

数群に間違いや欠損がどの程度含まれてい

るか，第 2 に，識別変数に個人や組織を識



 

- 160 - 
 

別する能力がどの程度あるか，第 3 に，標

本数がどの程度か，という基準である．

Zhu et al.（2015）は，probabilistic linkage

と deterministic linkage の 2 つの手法による

照合を実施し，Smith（1984）が提示した 3

つの基準について感度分析を行い，データ

に含まれる識別変数群に間違いや欠損が少

なく，個人を識別する能力が高く，さら

に，標本数が多いビッグデータの場合は，

deterministic linkage の方の妥当性が高いと

いう結果を得た．他方，これら 3 つの条件

が満たされていなければ，probabilistic 

linkage による照合の方が優れていると結論

づけている．こうした感度分析は，個人を

完全に識別可能な共通番号による照合が可

能で，「真」の照合結果が分かっていなけ

れば，行うことはできない．マイナンバー

を利用することができない現段階では，日

本でこうしたデータ照合の手法に関する比

較研究の実施は極めて困難である．しか

し，相澤他（2004）が指摘するように，

「社会に氾濫する情報を整理し，役に立つ

形で発信して行く」ためにも，また，たと

えば，利用者を中心に据えた複合的な公共

サービスの提供体制の実態をとらえるため

にも，さまざまな情報を照合するシステム

を構築する必要性は，今後，ますます高ま

るだろう． 

 

B-2．『介護給付費実態調査』と『人口動態

調査（死亡票）』の照合 

本研究では，異なる行政目的で収集され

た，『介護給付費実態調査』と『人口動態

調査（死亡票）』の照合を，ケーススタデ

ィとして紹介することにする．いずれも，

行政目的の対象となった人々に対する全数

調査である． 

まず，『介護給付費実態調査』について

であるが，ここでは，ER ファイルと呼ば

れる受給者台帳マスタファイル，及び，T1

ファイルと呼ばれる給付実績集計情報ファ

イルの 2 つのファイルを用いる．『介護給

付費実態調査』は，「介護実績明細情報フ

ァイル（D1）」，「給付実績居宅サービス計

画費情報ファイル（D5）」，「給付実績基本

情報ファイル（H1）」，「給付実績集計情報

ファイル（T1）」，「受給者台帳マスタファ

イル（5341_M /ER）」という 5 つのファイ

ルで構成されており，ここでは T1 と ER

を用いる．ER ファイルには，受給資格の

取得から喪失までの，被保険者番号・住民

票のある都道府県及び市区町村・性・生年

月日・資格取得年月日・資格喪失年月日な

どの情報が含まれている．他方，T1 ファ

イルには，被保険者番号・住民票のある都

道府県及び市区町村・要介護状態区分・事

業所番号・利用したサービス内容・介護サ

ービスの公定価格である単位数及び点数・

保険請求分請求額などが，格納されてい

る．ER ファイル上にある介護保険の受給

資格者の全員が，介護サービスを保険で利

用するとは限らない．T1 ファイルには，

介護サービスの利用者のみが記録されるた

め，ER ファイルに記録があるが，T1 ファ

イルに記録がない場合があり得る．したが

って，ER ファイルは，受給資格を取得し

た月から受給資格を喪失するまでの名簿の

ようなものだと考えればよい．尚，データ

の観察期間は，2006 年の 4 月から 2014 年

の 3 月までで，ER ファイルと T1 ファイル

はともに月単位で情報が格納されている． 

『介護給付費実態調査』では，介護サー
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ビスのアウトカムとして，要介護度の推移

については追跡可能だが，死亡に関する情

報が含まれていない．たとえば，ER ファ

イルにおいて資格喪失が起こった場合，主

として，死亡，もしくは，他の市区町村へ

の住民票の移動という 2 つの可能性があ

り，当該調査の情報のみでは，両者を識別

することは不可能である．これは，ER フ

ァイルの被保険者番号が，個人を識別可能

な共通番号ではなく，他の市区町村（介護

保険制度における保険者）へ住民票を移動

すると，全く別の被保険者番号が付与さ

れ，追跡が困難になるためである．死亡に

関する情報は，介護サービスのアウトカム

として，また，一生涯にかかる総介護費用

を推計する意味でも，極めて重要である．

先行研究の中には，少数ではあるが，特定

の都道府県・市区町村，あるいは，健康保

険組合のレセプトデータに基づき，死亡前

の一定期間に焦点を絞り，医療費と介護費

に関する推定を行った研究が行われている

（阿波谷，2004；湯田他，2011；田近・菊

池，2012）．これらの研究はいずれも，医

療と介護双方のレセプト情報を個票ベース

で照合させた貴重な研究であることは言う

までもない．しかしながら，『介護給付費

実態調査』単独では，死亡を識別不能であ

るため，個票データに基づく生涯介護費の

全容を，全国規模で明らかにした研究は存

在しない．同様に，医療情報である NDB

についても，共通番号が存在せず保険者間

の移動が把握できないことから，医療機関

に入院中の死亡については捕捉することが

できるが，介護施設や自宅など医療機関外

での追跡は不可能である．よって，介護と

同じく，個票データに基づいた全国規模で

の生涯医療費の実態はいまだ詳らかにされ

ていないのが現状である． 

そこで，本研究では，こうした『介護給

付費実態調査』の短所を補うべく，『人口

動態調査（死亡票）』（以下，DR ファイ

ル）との照合を試みた．観察期間は，『介

護給付費実態調査』に合わせて，2004 年

から 2014 年までの死亡票情報を用いた．

当該調査には，日本国内に居住し，住民票

を有する全人口を対象として，死亡届を提

出した都道府県及び市区町村・性・生年月

日・死亡届提出年月日・死亡場所・死因な

どの情報が含まれている．したがって，住

民票のある都道府県・市区町村を基点とす

る両調査票情報を照合させることにより，

性や年齢などの個人の人口学的属性のみな

らず，死因別の生涯介護費の実態を明らか

にすることができる． 

図 1 は，具体的な照合プロセスを示して

いる．まず第 1 に，ER ファイルと DR フ

ァイルとの照合を行う．ここでは，両調査

ともに，識別変数群に間違いや欠損が少な

く，個人を識別する能力が高く，さらに，

全数調査であることから，Smith（1984）

と Zhu et al.（2015）の提示した 3 つの要件

を満たしていると判断し，deterministic 

linkage の手法を用いる．別途，CDC によ

る無料ソフト(Linkplus V3.0 Beta)を用い

て，probabilistic linkage による照合を実施

したところ，照合率が 75%弱と

deterministic linkage による照合率を下回っ

た．識別変数としては，住民票のある都道

府県及び市区町村・性・出生年月，そし

て，ER ファイルの受給資格喪失年月，DR

ファイルの死亡年月である．この照合で鍵

となるのは，市区町村への死亡届提出年月
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及び介護保険資格喪失年月とが同一と仮定

することにある．市区町村への死亡届に

は，医師によって作成された死亡診断書を

添付しなければならない．医師は，医師法

第 20 条及び 21 以上の規定により，24 時

間以内に診断を行ったか，それ以外の場合

は，死因が明らかに継続的に診療中のもの

であると予測される場合に死亡診断書を作

成することができる（厚生労働省，

2015）．市区町村では，死亡届の提出によ

り，介護保険の受給資格も含め，その他の

保険・年金に対し，死亡診断書に記載され

た死亡年月日の翌日をもって，資格喪失の

手続きを行うことになる．したがって，事

務手続き上の過誤がない限りにおいて，か

なりの確度をもって，ER ファイルの受給

資格喪失年月日から 1 日を差し引けば，死

亡票の死亡年月日との照合が可能なはずで

ある． 

但し，ここで，本研究で用いた識別変数

の限界について述べておく必要があるだろ

う．1 つ目は，出生年月日についてであ

る．DR ファイルには出生年月日までのデ

ータが存在するのに対して，ER ファイル

には出生年月までの記録しかない．より正

確に言えば，ER ファイルの出生年月日は

全て「15 日」と入力されている．2 つ目

は，ER ファイルには，受給資格喪失年月

日までの記録があるのに対して，DR ファ

イルでは死亡年月までしか分からない．こ

うしたデータ処理は，二次利用に際し，個

人情報保護の観点から，匿名化データにお

いて個人が再度識別できないように，マス

キングを行った結果である．したがって，

識別変数のうち，出生年月と死亡（あるい

は，資格喪失）年月に関しては，日付まで

を特定することができなかった． 

ER ファイルと DR ファイルを照合した

後，被保険者番号とサービス受領年月を識

別変数として，T1 ファイルと照合する．

前段で述べたように，ER ファイルと DR

ファイルとの照合が「1 対 1」照合となる

のに対し，T1 ファイルとの照合は必然的

に「1 対 m」照合となる．その理由はフ 

ァイルの構造にある．図 2-1～図 2-3 はそ

れぞれ，ER ファイル，DR ファイル，T1

ファイルの構造を簡略化して示した図であ

る．図 2-1 をみると，ER ファイルでは，

被保険者番号 A が，2006 年 6 月をもって

受給資格を喪失しているのに対して，B に 

図 1：『介護給付費実態調査』と『人口動態調査（死亡票）』との照合プロセス 

 

出所：筆者作成．
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図 2-1: ER ファイルの構造 

 

 

図 2-2：DR フィルの構造 

 
 

図 2-3：T1 ファイルの構造 

 
出所：筆者作成． 
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ついては，観察期間の 終月（2014 年 3

月）に至るまで資格喪失は発生しておら

ず，右側打ち切り（right-censoring）なって

いる．ここでは， B に代表される右側打

ち切りの受給者をファイルから除外し，さ

らに，A に代表される資格喪失者の資格喪

失月の記録のみ残した上で，DR ファイル

との照合を行った．DR ファイルは，図 2-2

に示す通り，1 行が 1 人の死亡記録を示し

ており，単純な構造であるので，資格喪失

者の当該月のみの記録が残された ER ファ

イルとは，構造上，「1 対 1」の照合となる

はずである．次に T1 ファイルについて

は，図 2-3 に示す通り，被保険者番号 A が

サービスを利用した月の記録のみが存在

し，1 行が 1 種類のサービス内容に対応し

ていることから，同月に複数種類のサービ

スを利用した場合は，2006 年の 2 月や

2007 年の 2 月のように，同一月の同一個

人のレコードは複数行に及ぶ．したがっ

て，T1 ファイルとの照合は，「1 対 m」と

なるのである． 

（倫理面への配慮） 

厚生労働省による『介護給付費実態調

査』・『人口動態調査（死亡票）』の二次利用

データを統計法第 33 条により申請し，許可

を得て個票を分析した(承認番号：厚生労働

省統発-1218-1；承認日：2015年12月18日)．

提供された個票には個人を特定できる情報

は含まれていない．本研究の実施にあたっ

ては，「筑波大学医学医療系 医の倫理委員

会」による承認を受けた． 

 

C. 研究結果 

図 3 は，ER と DR との照合率を都道府

県別に算出した図である．ER ファイルに

ついては，観察期間内において要介護資格

を喪失した 4,646,839 名の要介護者を追跡

対象とした．まず，資格喪失者のうちの

711,387 名（約 15.3%）については，ER フ

ァイル内での識別変数（住民票のある都道

府県及び市区町村・性・出生年月，受給資

格喪失年月）が全て同じであった．これら

の重複のうちのほぼ 8 割の重複数が 1 レコ

ード，1 割の重複数が 2 レコードであるこ

とから，仮に，ER ファイルで，生年月日

と「日付」までを特定することができれ

ば，重複をかなりの程度克服することが出

来ると考えられる．しかしながら，前段の

脚注でも示した通り，当該情報について

は，そもそも，『介護給付費実態調査』の

統括所管である厚生労働省・政策統括官

（統計・情報政策担当）が，保険者である

市区町村から情報を収集していない可能性

が高く，これらの重複記録については追跡

対象から除外せざるをえないことから，当

該調査の抱える大きな課題の 1 つをいえよ

う． 

図 4 は，観察期間中に要介護認定を受

け，死亡が確認された場合の受給者 1 人当

たりの生涯介護点数の平均値を都道府県

別・性別に示した図である．図 4 で，金額

ではなく点数が示されているのは，介護保

険法の下，報酬点数と支払い限度額が「単

位」としては全国一律で統一されているも

のの，実際の金額（円）換算に際しては，

地域ごとの物価や人件費の差異を調整する

よう換算単位が設定されている．換算単位

の地域区分は，東京 23 区の「1 級地」か

ら 7 つの「級地」と「級地」以外の「その

他の市区町村」の 8 つに分かれており，

「その他の市区町村」をベースライン（1
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単位=10 円換算）とした上で，「1 級地」 

～「7 級地」でそれぞれ，20%，16%，

15%，12%，10%，6%，3%の比率で上乗せ

加算される．たとえば，1 級地の東京都 23

区で居宅サービスを利用した場合は，1 単

位=11.40 円として計算される ．したがっ

て，実際の介護費用の算出には，地域別・

利用したサービス内容別に設定されている

円換算レートを用いて算出する必要があ

る．しかし，本研究では，いまだこの算出

図 3：都道府県別，ER ファイルと DR ファイルの突合率 

 

出所：『介護給付費実態調査』及び『人口動態調査（死亡票）』に基づき筆者作成． 

 

図 4：都道府県別・性別の生涯介護費（観察期間：2006 年 4 月 1 日~2014 年 3 月 31

日） 

出所：『介護給付費実態調査』及び『人口動態調査（死亡票）』に基づき筆者作成． 
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には至っていないため，あくまでも目安と

して．1 点=10 円換算で生涯介護費を試算

してみた．試算の結果，全国平均で，男性

が約 195 万円（標準偏差：約 44 万円），女

性が約 348 万円（標準偏差：約 94 万円）

の受給を受けており，女性の生涯介護費が

男性を約 153 万円上回っており，また，ば

らつきが大きいことがわかる．都道府県別

にみると，男性の場合，香川県が約 297 万

円と も高く，2 位が宮崎県で約 277 万

円，3 位が鹿児島県で約 275 万円であっ

た．女性の場合も，男性と 1 位は同じで，

香川県が約 535 万円，2 位が徳島県で約

506 万円，3 位が宮崎県で約 497 万円と，

男女ともに，四国や九州に比較的高い生涯

介護費の県が集中していることがわかる．

反対に，男女ともに， も生涯介護費が低

いのは東京都で，それぞれ，約 129 万円と

約 194 万円という結果であった．全都道府

県において，男性の比べ，女性の生涯介護

費の方が高い傾向にあるが，中でも も男

女差が大きかったのが約 238 万円で香川

県， も差が小さかったのが佐賀県の約

50 万円であった．また，この図から，都

道府県によって，受給者 1 人当たりの生涯

介護費にばらつきがあることがわかる．  

 

D. 考察 

ER ファイル内での重複の要因として，

人口規模が大きいほど識別変数を同じくす

る重複数が増加する可能性が考えられる．

そこで，ごく簡単に，各都道府県の重複率

（重複数／全要介護者数）を算出し，総人

口規模及び 65 歳以上人口規模との相関を

とったところ，いずれも約 0.17 で統計学

的な有意性は確認されなかった．したがっ

て，ここでは，重複記録を除外した資格喪

失者 3,935,452 名を 100%として照合率を再

算出すると，3,200,091 名（約 81.3%）が死

亡票と照合され，都道府県ごとの要介護者

数による加重平均をとった場合の照合率

は，全国平均で約 83.7%であった．重複が

なく死亡票との照合も出来なかった残りの

735,361 名については，前節で述べた通

り，住民票の移動が考えられる も妥当な

事由となるが，本研究の目的に照らして，

これ以上の追跡は行わないことにする．但

し，都道府県別の照合率をみると，埼玉・

千葉・東京・神奈川・大阪・福岡など大都

市をかかえる都道府県での照合率が比較的

低いことから，大都市圏に関しては，おそ

らくは，こうした人口の流出入が多い地域

であることが原因だと考えられる．図 5

は，都道府県別の照合率と人口の社会増減

率との相関図，及び，相関係数を示した図

である．人口の社会増減率は，2013 年の

10 月から 2014 年の 9 月にかけての人口増

減数を期首人口で除した比率を示している

(総務省『政府統計の総合窓口』)．この結

果から，ER ファイルと DR ファイルの照

合率と人口の流出入を示す社会増減率との

相関係数は約-0.68 で，統計学的に有意な

比較的強い負の相関が確認された．人口の

社会増減率の他にも，都道府県別の人口規

模，65 歳以上高齢者人口比率，要介護認

定者数，要介護度別比率を説明変数とし

て，照合率に回帰させたところ，唯一統計

学的有意性が確認されたのが人口の社会増

減率であったため，ここでは，照合率と人

口の社会増減率との相関図及び相関係数だ

けを提示することとした． 

本研究の観察期間は，2006 年の 4 月 1
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日から 2014 年の 3 月 31 日までの 8 年間と

比較的短いことから，生涯介護費が過小に

推定されている可能性は否めない．また，

図 5 で示した ER ファイルと DR ファイル

の照合率，及び，人口の社会増減率との間

に負の相関が確認されたことから，東京都

に代表される人口の流出入が大きい都市部

の生涯介護費については，さらに，推定が

過小になっている危険性があることに留意

すべきである．したがって，観察期間が延

伸された場合，さらに，重複がなく死亡票

との照合も出来なかった残りの 735,361 名

について追跡を行い，移動先を特定するこ

とによって，生涯介護費の推定にどの程度

の影響があるのかについて見極めるため，

継続的な検証を行う必要がある． 

E. 結論 

昨今，行政の現場でも，科学的根拠に基

づく政策が重要視され，行政データの有す

る科学的な価値が認識されつつある．標本

抽出による調査と異なり，行政データで

は，特定の行政目的の対象者全数を対象と

した情報収集を行うことから，選択バイア

スや回答バイアスが回避されやすいといっ

た長所がある一方，特定の行政データから

単独で得られる情報は極めて限定的であ

る．こうした行政データの短所について

は，複数の行政情報を照合させることで，

研究の遂行に必要な情報を追加的に得ると

いう手段が考えられる． 

本研究では，行政データの利活用をめぐ

る米国の経験を踏まえ，日本における行政

図 5：都道府県別の照合率と人口の社会増減率との相関図 

 

出所：『介護給付費実態調査』，『人口動態調査（死亡票）』，及び，総務省統計局都道府

県別人口推計「都道府県別社会増減率」（http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001132435）に基づき筆者作成． 
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データの活用を模索しつつ，1 つのケース

スタディとして，『介護給付費実態調査

（介護レセプトデータ）』と『人口動態調

査（死亡票）』との照合を，当該データに

含まれる識別変数群の特性を活かし， も

単純な deterministic linkage の手法を用いて

行った．介護レセプトデータには，死亡を

識別可能な情報が存在せず，個票データに

基づく全国規模での生涯介護費の全容はい

まだ明らかにされていない．したがって，

死亡届提出年月日・死亡場所・死因などの

情報が含まれている死亡票と照合すること

により，性や年齢など人口学的属性のみな

らず，死亡場所や死因別の生涯介護費の実

態を明らかにすることができる． 

観察期間中（2006 年 4 月 1 日-2014 年 3

月 31 日）に公的介護保険の受給資格を喪

失した者 3,935,452 名を 100%として照合率

を算出すると，3,200,091 名（約 81.3%）が

『人口動態調査（死亡票）』と照合され，

都道府県ごとの要介護者数による加重平均

をとった場合の照合率は，全国平均で約

83.7%であった．照合された受給者につい

て生涯介護費用を試算すると，女性の生涯

介護費は，全都道府県で男性よりも高く，

全国平均では，男性が約 195 万円（標準偏

差：約 44 万円），女性が約 348 万円（標準

偏差：約 94 万円）と，女性の方が約 153

万円上回っていること，また，都道府県に

よって，受給者 1 人当たりの生涯介護費に

ばらつきがあることがわかった．但し，本

研究の観察期間が 8 年間と比較的短いこ

と，さらに，本研究では，当該観察期間中

に住民票を移動した要介護者の補捉には至

っていないことから，とりわけ，人口流動

が激しい都市部における生涯介護費が過小

に推定されている可能性は否めない．した

がって，観察期間を延伸し，また，生涯介

護費の推定にどの程度の影響があるのかを

含め，継続的な検証を行う必要がある． 

人類社会が経験したことのない超高齢社

会に突入した日本において，公共サービス

を提供するための社会的資源（ヒト・モ

ノ・カネ）の減少が予想される．公共サー

ビス提供の効率化のためには，サービス提

供者間のみならず，サービスの受益者に対

しても情報共有を図っていかなければなら

ず，行政データが果たすべき役割は今後ま

すます高まるだろう． 
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